
担い手アクションサポート事業（新規）

【平成19年度概算決定額：3,500,000（0）千円】

対策のポイント
全国約1,000ヶ所の担い手育成総合支援協議会に、担い手支援のための

ワンストップ窓口を設置します。この窓口で、経営相談・技術指導・法人
化支援・農地の利用調整活動・担い手の組織化支援・再スタート支援な
ど、あらゆる担い手向けのサポート活動を一元的に行います。

（ 担い手育成総合支援協議会」について）「
担い手育成総合支援協議会は、担い手（認定農業者や集落営農組織）を育成するた

め、行政・ＪＡ・農業委員会等が連携して各種の支援活動を行うための組織で、全国
段階、都道府県段階（４７ 、地域段階（１，００９（１８年１０月末現在 ）で設立） ）
されています。

政策目標
担い手の育成・確保

＜平成１７年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞
認定農業者 約20万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万
集落営農 約１万 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万

＜内容＞
１ ワンストップ支援窓口の設置

担い手（認定農業者・集落営農組織）が抱える様々な経営課題の相談に一元的に
総合的な支援相談窓口を設置応じるため、都道府県・地域段階の担い手協議会に、

します。
【補助率：１／２以内】

２ 担い手アクションサポート会議の設置・運営
担い手が必要としている支援の内容等について協議し、その実施について担い手

協議会へ提言を行うため、コーディネーター（普及指導員・行政のＯＢ等）を中心
「担い手アクションサポート会に、認定農業者や集落営農組織の代表者等からなる

します。議」を設置
【補助率：１／２以内】

３ 担い手アクションサポートチームの設置・運営
担い手協議会の構成団体とスペシャリスト（税理士・中小企業診断士等）からな

る して 「担い手アクションサポート「担い手アクションサポートチーム」を設置 、
会議」の提言を踏まえて します。具体的な支援内容を決定し、以下の支援を実施



（１）担い手アクションサポート活動
担い手個々の経営課題に対応するよう、個別に以下の支援を行います。
① 経営・技術相談、コンサルティング
② 資格取得など、 支援スキルアップ
③ 担い手自らが行う の支援組織化
④ （リーダー、会計責任者等）の育成地域農業を支える人材
⑤ 集中的な 支援技術・営農
⑥ の育成・確保 など新たな人材

（２）担い手育成・確保活動
担い手の育成・確保を図るため、以下の支援を実施します。

制度や各種支援策のＰＲ① 認定農業者や特定農業団体等の
② 支援、工程管理農業経営改善計画や特定農用地利用規程等の作成

農地の利用調整活動③ 農地情報の整備、農地監視活動等
④ 農業における 活動 など再スタート支援

【補助率：定額】

【事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県・地域 】）
【事業実施期間：平成19年度～21年度】

＜特記すべき事項＞
（１）行政・ＪＡ・農業委員会など地域における関係機関の担い手育成機能を１ヶ所

新たにワンストップ支援窓口として、経営や技術に関する相談に一元に集約し、
します。これにより、担い手が必要とする支援が受けやす的に応じる体制を整備

くなります。

（２）これまでの し、様々既存の担い手育成のための６つの事業を１つに整理・統合
な支援活動を選択できるようメニュー化します。これにより、多様な担い手の経
営発展に応じた全ての支援活動を総合的に実施します。

１８年度 １９年度

①認定農業者等担い手育成・確保支援事業

②集落営農育成・確保支援事業

③農地の利用調整活動支援事業

④新規就農者・女性農業者等育成・確保支援事業

⑤担い手育成・確保普及支援事業

⑥集落営農育成・確保緊急支援事業

担当課：経営局経営政策課 （０３－３５０１－３７４２（直 ））
構造改善課 （０３－３５９１－１３８９（直 ））
普及・女性課（０３－３５０１－１９６２（直 ））
金融調整課 （０３－３５０１－３７２６（直 ））
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